
ほ
一
省
令
(
鰐
六
一
)

一
O
放
送
法
施
行
規
制
到
の
一
部
を
改
正
す
る
省

一
令
(
間
関
六
一
一
)

O

揺
の
一

O
電
波
の
科
矧
状
況
の

令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
(
間
八

O
総
務
省
関
係
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に

O
高
精
例
制
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
〈
デ
ジ
タ

省

〈
総
務
五
九
〉 

川一 

O
一
〈
間
六
一
二
)

日一 

浴
波
法
施
行
擦
問
の
…
部
を
改
正
す
る
省

wf U

O O

いい一
 

…
る
省
令
(
潟
大
一
品

しい一
 

然
線
局
運
用
韓
併
院
の
…
部
俊
改
正
す
る
省

…
令
(
聖
ハ
ム
ハ
)

2
一 
無
銭
設
備
競
則
的
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

O

成
一
(
問
問
六
七
〉

ギヤ
 

放
送
局
の
間
開
設
の
総
本
的
基
準
の
一
部
を

O
…
改
正
す
る
省
令
(
間
六
八
)

ー
一 

電
波
斡
総
理
審
議
会
議
事
規
則
の
一
部
を
改

一

〈

間

六

九

〉

(号外第 140け) (ア分HUのじ

一
部
を
改

を
改
正
す
る
索
令
〈
開
七
二

電
気
通
信
事
業
法
第
行
鏡
剥
の
一
部
を
改

O

。
超
鐙
波
放
送
に
関
す
る
送
信
の
標
準
方
式

〈
間
関
八
七
〉

〈
出
向
八
六
)

。
造
変
線
内
信
号
切
替
方
式
又
誌
途
変
線
転

移
方
式
に
よ
る
映
像
信
号
の
ス
ク
ラ
ン
ブ

ル
の
手
順
、
疑
似
乱
数
符
号
重
畳
方
式
に

よ
る
音
声
信
号
の
ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
の
手

頼
、
疑
似
乱
数
符
号
系
列
の
生
成
方
法
、

ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
に
関
す
る
タ
イ
ミ
ン
グ
並

び
に
関
連
情
報
の
構
成
及
び
送
出
手
鰯
を

O
有
線
放
送
電
話
規
制
約
を
廃
止
す
る
省
令

正
す
る
省
令
(
間
関
七
二
)

O
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
の
一
部
を
改

(号 外 )
独立行政法人関立印躍IJ"毒� 

ヨ'I

捕
鯨
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送

送
を
除
く
。
)
に
関
す
る
送

(
問
問
八
八
)

。
超
窪
波
音
声
多
重
放
送
及
び
趨
短
波
文
字

O

ーノ1

正
す
る
省
令
(
間
七
三
)

。
一
箔
波
監
理
審
議
会
が
行
う
審
理
及
び
意
見

川
川
臨 

件
を
廃
止
す
る
件
〈
問
問
一
一
一
一
一
九
〉

に
関
す
る
送
信
の
諜
準
方
式
(
間
九
一
ニ
) 

周
波
数
割
当
計
一
畿
の
一
部
を
変
更
す
る
件

衛
星
一
般
放
迭
に
関
す
る
送
信
の
標
準
方

〈コ
ヨ王� ;;tL イコ ま:;: ヨ王

O

ジ
ヘ 

O

O
)

。
倍
送
制
御
符
号
の
構
成
を
定
め

〈問

l
i
l
t

次
時
間

の
聴
取
に
務
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

〈間関七 

〉
mm

部
を
改
正 

す
る
省
令

。
総
務
番
組
議
規
制
問
の
一

多
重
数
送
に
関
す
る
送
信
の
標
準
方
式

特
定
新
規
開
設
局
の
件
及
び
特
定
湖
周
波
数

一七

変
更
対
策
業
務
及
び
特
定
周
波
数
終
了
対

O

O

〈
同
八
九
〉 

AAW

盤
娃
波
デ
ー
タ
多
議
放
送
に
関
す
る
送
話

O

策
業
務
に
関
す
る
相
規
制
問
第
六
条
の
二
第
三

〕 

の
機
準
方
式
〈
問
九 

〉
O

む
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
後
声
多
壌
放
送
に
関

号
の
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
受
信
設
備
の

件
を
廃
止
す
る
件
(
持
一
一
一
一
一
七
)

。
パ
イ
ロ
ッ
ト
情
報
の
構
成
を
定
め
る
件
を

有
料
放
送
役
務
標
準
契
約
約
款
安
定
め
た

ノ1 
(lg= 

令
(
問
問
七
六
)

。
特
定
題
波
数
変
更
対
策
業
務
及
び
特
定
周

波
数
曲
終
了
対
策
業
務
に
関
す
る
規
期
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令
(
同
七
七
)

。
議
録
選
倍
率
業
紛
争
処
理
委
員
会
事
務
局

組
織
幾
関
の
一
部
そ
改
正
す
る
省
令

ず
る
送
信
の
糠
準
方
式
〈
悶
九
二

。
様
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
文
字
多
議
放
送
に
関

J

O

民
的
ル
放
迭
を
除
く 

に
関
す
る
送
信
の
標
準

〉

幸
一
方
式
後
廃
止
す
る
省
令
〈
問
問
ム
ハ 

す
る
送
信
の
標
準
方
式
(
向
九
二
〉

。
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
デ 

タ
多
重
放
送

i

…
0
防
総
網
疫
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
務 

多
灘
放
送

wm

ヨ王

…
に
関
す
る
送
一
抑
制
の
標
準
方
式
そ
廃
止
サ
る

無
線
詩
(
放
送
局
を
捺
く
。
)
の
開
設
の
根

川
一
本
的
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

〈
悶
九
削
〉

般
放
滋
の
羽
山
繁
に
織
す
る
技
栴
基

(
間
二
部

放
送
用
周
波
数
使
用
計
震
の
一
部
を
変
更

ノーL

す
る
件
(
間
二
額
二

。
放
送
普
友
基
本
計
罷
の
一
部
を
変
更
す
る

件
〈
間
二
間
関
ニ
〉

。
無
線
局
滋
舟
援
慰
に
よ
り
時
出
符
号
又
は

ゆ
ず
}
定
め
る
件
げ
の


(
時
二
額
二
一
〉


。
放
送
区
域
等
を
計
算
に
よ
る
議
界
強
度
に

基
づ
い
て
定
め
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電

界
強
度
の
算
出
の
方
法
を
定
め
る
件
の
一

部
を
改
正
す
る
件
(
間
二
四
四
)

。
電
波
法
施
丹
規
則
の
規
定
に
よ
り
、
時
計
、

O
〉

お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
開
閉
す

。
放
滋
大
学
学
関
脇
法
施
行
議
制
約
の

正
す
る
省
令
(
総
務
事
文
部
科
学
二

〔生日

一示〕

O 。
無
線
局
免
許
手
続
規
制
関
第
二
条
第
六
項
第

一
二
号
の
規
定
に
よ
り
、
需
一
人
に
属
す
る

二
以
上
の
無
線
局
樹
立
関
に
お
い
て
共
通

こ
と

フ
レ
ー
ム
汗
到
の
梼
戒
、
フ
レ
ー
ム
制
御

O

。
ィ
一
令
〈
爵
六
郷
)

る
法
律
施
苛
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省

無
線
潟
免
許
李
総
線
開
の
…
部
そ
改
正
す 

令
(
同
八
二

。
基
幹
放
送
の
業
務
に
係
る
表
現
の
段
取
享

〈
間
八
一
一
)

会
社
の

九
七

省
令
(
同
八
一
一
一
)

。
一
般
放
送
の
設
備
及
び
業
務
に
関
す
る
題

出
の
特
例
を
定
め
る
省
令
(
爵
八
間
関
)

。
中
波
放
送
に
関
す
る
送
電
の
標
準
方
式

〈
同
八
五
〉 

備
え
つ
け
を
翁
略
で
き
る

賂
で
き
る
も
の
の
範
開
設

つ
け
場
所
の
特
例
又
は
共

立
す
る
件
〈
時
一
一
…

符
号
の
構
成
、
音
声
信
号
の
送
出
手
順
及

び
デ
ー
タ
パ
ケ
ッ
ト
の
送
出
手
踊
を
・
定
め

る
件
の

(
以
下
次
の
ペ

る
等
の
件
を
廃
止
す
る
件
(
間
二
三
四
)

i1JU 

O 


O 


O
を
廃
止
す
る
件
〈
問
ニ
一
三
ハ
) 

mヨ
/又

i
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第

条

第
凶
条
桔
筑
間
出
演

手I~

(
綴
初
の
意
見
の
聴
取
の
期
日
に
お
け
る
手
続
)

緩
慢
十
一
条
主
任
務
削
閣
官
は 

最
初
の
意
見
の
総
般
の
期
呂
の
四
国
一
殺
に
お
い
て
、
指
定
職
員
に
、
予
定
さ
れ
る
不
利

後
処
分
の
内
務
及
び
根
拠
と
な
る
法
令
の
条
項
銭
び
に
そ
の
潔
脳
出
と
な
る
事
実
を
意
見
の
聴
取
の
期
日
に
山
山
一
壊
し
た

者
に
対
し
税
関
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

蜘
府
開
緩
や 

M

第
一
一
一
緩
み
し
、
防
御
琳
の
次
に
次
の
一
滋
狭
山
知
加
え
る
。

第
間
帯
単
小
筒
令
の
制
制
定
絡
の
綴
問
中
合
受
け
た
場
合
の
滋
鶴
見
の
総
取

〈
拠
品
向
門
ん
の
附
略
取
の
開
始
〉

筑
間
間
十
一
日
一
条
電
波
監
現
綴
議
会
は
、
法
第
九
十
九
条
の
ふ 

…
第
一
一
機
第
一
玲
又
は
放
送
法
第
百
七
十
七
条
第
一
畷
第

五
号
の
規
鐙
に
よ
り
諮
問
を
受
け
た
家
家
に
つ
い
て
法
第
九
十
九
条
の
十
二
第
二
演
又
は
放
送
法
第
一
釘
七
十
八
条
第

B

二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
の
聴
取
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
中
中
内
任
制
惜
照
一
償
問
後
指
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

主
任
築
現
官
〈
嶋
田
間
間
十
間
関
条
に
お
い
て
添
附
加
す
る
第
二
条
第
二
一
情
恨
の
綴
定
に
よ
り
ギ
ム
任
務
現
笈
の
職
務
後
代
行
す

る
補
佐
官
世
理
官
を
含
む
。
以
下
こ
の
家
に
お
い
て
同
じ
。
)
は
、
点
綴
悶
凡
の
聴
取
を
開
始
す
る
に
は
、
滋
岡
地
の
総
取
そ
行

う
べ
き
期
日
の
十
日
前
ま
で
に
、
事
案
の
要
旨
並
び
に
窓
悶
拍
の
繭
略
取
の
期
波
及
び
場
所
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

(
準
期
)

i

第
四
十
四
条
第
二
条
第
二
項
及
び
第
三
壊
、
第
一
一
一
条
、
第
閤
条
第
一
一
一
環
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
五
条
第
一
一
夜
、
第
六
一

条
か
ら
第
八
条
ま
で
、
第
九
条
〈
関
門
条
第
八
号
を
除
く
。
〉
、
第
十
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
、
第
二
十
倍
条
、
第
三

十
七
条
(
開
条
第
六
回
い
り
を
除
く
。
)
、
第
一
二
十
八
条
、
第
五
十
九
条
並
び
に
第
四
十
一
条
の
規
定
は
、
総
務
省
令
の
制
制

定
等
の
紡
郊
を
受
け
た
場
舎
の
窓
見
の
総
敢
に
準
鏑
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の

淡
の
と
お
り
と
す
る
。

第
十
条

第
十
五
条
第
一
一
境

第
÷
五
条
第
一
一
壊
、
第
十
六
条
、
第

十
八
条
第
一
攻
、
第
二
十
一
条
第
二

項
第
一
号
、
第
二
十
二
条
、
第
二
十

州
開
条
、
第
五
十
七
条
第
間
関
口
守
及
び
第

玄
関
ぢ

丸
山
山
し
及
び
第
一
項

第

第
二
十
郎
条

第
三
十
七
条

第
三
十
九
条
第

第
額
十
一
条

A
m

A
m

宅設

項


第
二
条
第

現
又
は
第
一
一
務

側
関
議
市
立
入
、
参
加
入

岡
持
議
・
申
立
人
相
暗

審
理
準
備
会
議

争
点
の
整
理
及
、
び
立
認

当
該
審
理

第
九
十
一
一
一
条
第
一
演

第
九
十
一
ぷ
条
第
一
一
獲

制
約
露
関
係
期
制
等

意
見
稼
取
増
中
綴
会
議

当
該
意
見
の
聴
取

第
九
十
九
条
の
十
二
第
六
項
に
お

い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
三
条
第

一
議

篠
述� 

ーい策
現て九
機十� 
F汚九� 
T粂
るの� 
t去十
第二
九第
十六� 
5三項
条に
第お

緩
み
拙
鍛
え
る
線
建

h
U
Q
Y

第
二
条
第
二
機

第
三
条
〈
悶
凡
出
し
仙
台
念 

第附開

条
丸
山
山
し
及
び
第
一
一
一
攻
、
第
七
品
剤
、

第
十
北
京
、
策
十
二
条
第
二
務
及
、
び
第

四
境
、
第
十
一
一
一
条
第
一
攻
、
第
十
五

条
第
一
項
及
び
繁
二
項
第
三
間
句
、
第

十
七
条
見
出
し
及
び
第
一
演
、
第
十

八
条
第
一
一
夜
、
第
ム 

九
条
か
ら
第
二

間
十
七
条
中
「
、
放
送
法
第
五
十
三
条
の
ム
i
第
一
環
第
一
口
汚
か
ら
第
悶
努
ま
で
又
は
電
気
通
傍
役
務
利
用
放
送
法

読
み
替
え
ら
れ
る
宇
勾

前哨明
の
議
に
付
さ
れ
た

審
理
に
出
席
す
る
者
に
通
知
し
、

か
っ
、
公
止
口

第

項

参
加
入
と
し
て
当
該
審
理

、
岡
持
議
問
中
以
人
及
び
参
加
入

異
議
申
立
人
又
は
参
加
入

処
分

に
諮
問
さ
れ
た

O

公
告

読
み
耕
甘
え
る
字
句

第
四
十
一
一
一
条
努
一
項

縁
関
加
の
聴
取

一 

総
務
省
令
第
七
十
五
号

第
沼
十
一
一
一
条
第
二
項


意
見
の
蕊
取


及
び
出
利
害
関
係
者


利
点
滅
商
務
係
者


立
案

第 
m

第
十
八
条
第
一
項
第
一
一
…
勾
若
し
く
は
第
四
回
さ
を
「
又
は
放
送
法
第
夜
七
十
七
条
第
一
項
第
一
吟
か
ら
第
三
努
ま
で
」

一
に
、
「
、
放
送
法
第
五
十
一
一
一
条
の
十
一
第
二
項
又
は
電
気
透
信
役
務
利
用
放
送
法
第
十
九
条
第
二
項
」
を
「
又
は
放
送
法

一
第
蕊
七
十
八
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

一一

附

則こ
の
省
令
は
、
放
送
法
縦
一
す
の
一
部
そ
改
正
す
る
法
律
〈
一
平
成
二
十
二
年
法
律
第
六
十
五
号
)
の
施
行
の
日
(
平
成

…
二
十
一
一
一
年
六
月
三
十
日
〉
か
ら
施
行
す
る

一
2

こ
の
刷
協
令
の
絡
行
前
に
議
後
艶
滋
審
議
会
が
一
行
う
器
輸
竣
及
び
態
見
の
聴
取
に
関
す
る
規
則
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ

一
た
骨
骨
臨
時
文
は
こ
の
た
め
の
家
紋
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
一
策
淡
磁
理
議
議
会
が
行
う
察
理
及
び
意
見
の
聴
取

l
一
に
隣
す
る
規
則
の
紛
滋
線
建
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

p

a

i

十
一
条
ま
で
、
第
二
十
間
開
条
(
見
出

し
を
含
む
。
)
、
第
三
十
七
条

一
放
送
法
等
の
…
部
を
改
正
す
る
法
様
〈
学
成
二
十
二
年
法
徐
第
六
十
一
ね
則
立
の
一
部
の
総
行
に
伴
い
、
滋
び
に
議
波

一
法
(
昭
和
二
十
五
年
法
篠
第
滋
三
十
一
間
さ
の
綴
定
に
慕
づ
き
、
及
、
び
部
門
法
な
災
施
す
る
た
め
、
幾
録
点
検
家
数
刷
物
縦
一
ザ

一
一
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
密
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平

成

二

十

三

年

六

月

二

十

九

日

総

務

大

怨

片

山

登
録
点
検
事
業
者
等
規
則
的
の
一
認
を
改
正
す
る
省
令

受
録
点
検
事
業
者
等
規
制
問
(
平
成
九
年
郵
政
省
令
第
七
十
六
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

登
録
検
査
等
事
業
者
等
規
制
問

事審
滋

品
機
械
持



10ブ 平或 23  6月 29自 歪お1171< """多目 事長 140号)(号外第 

閥
次
な
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

目
次第

一
衛
総
則
〈
第
一
条
〉

第
二
議
検
資
等
事
紫
綬
の
獲
録
ポ
ナ
綴
〈
第
二
条
1

第
八 

〉

第
一
一
一
紫
外
国
点
検
察
業
者
の
議
録
手
続
〈
第
九
条 

第
十
籾
条
〉

第
四
議
釜
録
に
係
る
検
査
又
は
点
検
の
実
施
怒
〈
第
十
万
条 

第
二
十
二
条
〉

第
五
議
雑
則
(
第
二
十
一
一
一
条 

第
二
十
五
条
〉

J

附
則

第
一
条
中
「
、
登
録
点
検
事
業
者
」
を
つ
受
録
検
遊
等
事
業
者
」
に
、
「
護
録
点
検
察
業
務
総
叩
い
を
「
幾
録
総
資
努

事
業
者
等
」
に
、
「
登
録
及
、
び
点
検
」
を
「
登
録
及
び
検
査
又
は
点
検
」
に
改
め
る
。

i

第
二
議
の
盆
干
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
章
検
査
等
事
業
者
の
登
録
手
続

第
二
条
第
二
項
中
「
に
は
、
」
の
下
に
「
次
に
掲
げ
る
事
業
者
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
」
を
加
え
、
田
川
市
明
各
号
を
次
の
よ

う
に
改
め
る
。

一
検
変
等
一
事
業
努
(
点
検
の
事
業
の
み
を
行
う
者
を
除
く
。
)

イ
検
笈
又
は
点
検
を
行
う
無
線
設
鐙
等
に
係
る
無
線
局
の
種
別

門

μ

検
笈
又
は
点
検
の
家
業
を
行
う
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

i
A
m

ハ
休
校
受
又
は
点
検
の
娘
婿
務
そ
行
う
綴
織
〈
的
諮
者
が
法
人
の
場
合
に
限
る
。
)

d

i

ニ
然
楠
線
開
問
の
緩
制
約
ご
と
の
幾
緩
殺
備
等
の
点
検
を
行
う
者
〈
以
下
「
点
検
鶴
見
」
と
い
う
。
)
の
氏
名
及
び
法
制
約
表

第
一
に
綴
げ
る
条
妙
け
の
う
ち
該
当
す
る
も
の
(
当
該
点
検
問
奥
が
向
表
第
一
号
の
条
件
に
該
山
討
す
る
場
合
は
、
無

線
後
務
溺
慌
の
淡
油
絵
〈
路
上
批
判
殊
然
線
技
←
ム
は
、
第
一
級
陸
上
特
殊
無
線
技
士
に
綬
る
。
)
及
び
免
許
畿
の
義
母
)

ホ
点
検
に
問
問
い
る
総
耐
え
滋
そ
の
抽
阪
の
設
機
〈
以
下
「
測
定
務
総
ど
と
い
う
。
〉
の
名
総
又
は
裂
式
及
び
製
造
事
業

私
物
名

ヘ
測
定
刑
務
絡
の
保
守
及
び
緋
筋
線
波
ぴ
に
法
第
二
十
間
余
の
ニ
第
開
演
第
二
玲
の
較
正
又
は
校
正
〈
以
下
ぺ
絞
政

等
い
と
い
う 

の
滋
樹

J

ト
知
鳩
山
総
投
脱
線
絡
の
検
査
〈
点
検
で
あ
る
部
分
な
除
く
。
以
下
ぷ
判
定
い
と
い
う 

を
行
う
者
〈
以
下
「
判
定
員
い

と
?
っ
。
)
の
氏
名
及
び
法
制
約
淡
第
四
に
掲
げ
る
条
件
の
う
ち
該
当
す
る
あ
の
〈
滋
該
判
定
ゑ
が
熱
線
従
療
品
慌
の

資
格
を
有
す
る
場
合
は
、
そ
の
邸
周
絡
及
び
免
許
統
の
役
得
)

チ
相
鴨
川
線
開
局
の
議
前
こ
と
の
検
血
液
又
は
点
検
の
実
施
+
刀
法


り
検
家
又
は
点
検
の
業
務
に
関
す
る
帳
簿
そ
の
他
の
書
類
の
管
理
に
僚
も
す
る
事
淡


二
検
査
等
事
業
者
(
点
検
の
事
業
の
み
を
行
う
者
に
限
る
。
〉


イ
点
検
を
行
う
無
線
設
備
等
に
係
る
無
線
局
の
種
別


ロ
点
検
の
事
業
を
行
う
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地


ハ
点
検
の
業
務
を
行
う
組
織
(
申
請
者
が
法
人
の
場
合
に
怒
る
。
)


ニ
無
線
局
の
稜
別
ご
と
の
点
検
員
の
氏
名
及
び
法
別
表
第
一
に
掲
げ
る
条
件
の
う
ち
該
当
す
る
も
の
(
当
該
点


検
問
災
が
限
表
第
…
与
の
条
件
に
該
当
す
る
場
合
は
、
無
隷
従
事
者
の
資
絡
(
陸
上
特
殊
幾
線
技
士
は
、
第
一
級

陸
上
特
殊
無
線
技
会
に
限
る
。
〉
及
び
免
許
証
の
番
号
)


中
小
潟
定
器
等
の
名
称
又
は
型
式
及
び
製
造
事
業
者
名


ヘ
測
定
総
紘
一
す
の
保
守
及
び
管
理
滋
び
に
較
正
等
の
計
一
路


ト
然
線
路
の
綴
別
ご
と
の
点
検
の
実
施
方
法


ザ
ナ
点
検
の
榔
脱
刑
務
に
開
附
す
る
帳
簿
そ
の
他
の
ゆ
品
開
類
の
管
理
に
関
す
る
事
演


第
二
条
第
三
.
検
出
叩
ぷ
削
削
現
第
問
符
い
を
「
前
項
第
一
簿
二
及
び
第
二
円
ぎ
ご
に
改
め
、
問
問
条
第
問
問
項
中
「
、
点
検
幽
民

が
法
則
的
荻
第
…
に
附
向
、
げ
る
条
件
に
核
%
ず
る
湖
慌
で
あ
る
と
と
の 
紙
約
機
縫
い
を
「
、
次
に
掲
げ
る
蕊
間
約
饗
」
に
改
め
、
「
〈
当

該
点
検
絡
闘
が
問
淡
綴
…
勾
の
条
件
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
〉
い
そ
織
り
、
潟
市
慌
に
次
の
祭
号
を
加
え
る
。

一
検
変
枯
帯
十
世
帯
業
者
〈
点
検
の
事
業
の
み
を
行
う
者
を
除
く 

に
あ
っ
て
は
、
点
検
員
が
法
制
約
表
第
(
第
一
句
を

除
く 

に
掲
げ
る
条
件
の
い
、
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
の
証
開
明
書
及
び
判
定
員
が
法
務
表
第
問
問
(
第
湾

問
ぢ
及
び
第
二
号
の
盤
的
綴
従
事
務
の
資
格
を
有
す
る
こ
と
の
証
明
書
を
徐
く
。
)
に
掲
げ
る
条
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
者
で
め
る
こ
と
の
諒
明
墾

一
検
世
潔
等
常
事
業
者
〈
点
検
の
事
業
の
み
を
行
う
者
に
限
る 

に
あ
っ
て
は
、
点
検
員
、
が
法
制
約
古
次
第
一
〈
第
一
与
を

徐
く
。
〉
に
掲
げ
る
条
件
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
条
件
に
該
当
す
る
殺
で
あ
る
こ
と
の
託
喫
輩
出

第
二
条
第
五
市
明
治
叩
「
法
第
二
十
附
開
条
の
一
一
第
五
項
袋
努
に
該
当
一
し
な
い
こ
と
を
示
す
刻
表
第
二
号
に
定
め
る
様
式
の

漆
毅
い
そ
ぶ
仇
の
と
お
り
い
に
改
め
、
同
演
に
次
の
准
切
符
を
加
え
る
。

一
脇
被
資
材
一
切
楽
祭
務
〈
点
検
の
務
蛾
般
の
み
な
行
う
讃
そ
除
く 

で
あ
っ
て
、
府
議
殺
が
法
人
で
あ
る
務
合
は
、
定
款

の
勝
本
、
幾
淀
川
務
演
説
明
縁
側
、
役
附
随
の
氏
。
判
滋
び
に
過
去
二
年
間
の
緩
燦
を
一
…
泌
総
し
た
刻
中
次
第
二
号
に
絞
め
る
同
印

式
の
幾
類
及
び
法
第
二
十
閥
品
川
の
ニ
第
一
以
項
各
吟
に
絞
当
し
な
い
こ
と
そ
示
、
す
倒
的
表
第
三
円
行
に
定
め
る
様
式
の
得

額
二
脇
被
笈
等
事
衆
議
〈
点
検
の
響
楽
の
み
や
}
行
う
点
鳴
を
除
く 

官
、
あ
っ
て
、
南
市
総
務
が
綴
人
で
あ
る
機
会
は
、
氏
名
、

住
所
及
び
生
年
月
日
を
証
す
る
議
類
援
ぴ
に
過
去
二
年
僚
の
終
緩
そ
総
裁
し
た
制
約
淡
第
二
停
に
絞
め
る
様
式
の
議

類
及
び
法
第
二
十
四
条
の
一
一
第
五
演
各
吟
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
ぷ
す
刻
表
第
三
問
符
に
ゆ
沈
め
る
様
式
の
後
類

三
検
資
等
事
業
者
〈
点
検
の
事
業
の
み
を
行
う
者
に
限
る
。
〉
で
あ
る
綴
会
は
、
法
第
二
十
湖
北
加
の
ご
第
五
減
条
乃

に
該
当
し
な
い
こ
と
を
不
す
別
表
第
三
に
定
め
る
様
式
の
議
類

第
十
五
条
の
見
出
し
を
「
〈
特
例
民
法
法
人
た
る
登
録
検
査
等
築
業
者
ど
に
改
め
、
関
門
条
市
叩
「
議
録
点
検
察
業
者
い
な

「
登
録
検
査
等
事
業
者
〈
点
検
の
事
業
の
み
を
行
う
者
に
限
る
。
ど
に
、
三
鮫
枝
問
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
」
令
官
コ

般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
及
び
公
義
社
間
関
法
人
及
、
び
公
益
財
同
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
然

の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
(
平
成
十
八
年
法
律
第
五
十
四
可
〉
第
関
寸
一
一
条
第
二
項
に
規
定
す

る
特
例
民
法
法
人
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
五
条
と
す
る
。

第
十
限
条
中
「
(
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
ど
を
前
り
、
関
条
第
一
口
守
中
「
第
五
胤 

の
下

に
「
又
は
第
一
二
条
第
二
項
」
を
加
え
、
同
条
第
二
号
中
「
第
四
条
第
一
一
竺
を
「
第
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第

一
一
一
等
中
「
第
五
条
」
を
「
第
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
日
開
条
第
間
関
口
守
中
「
第
六
条
第
一
一
境
」
を
「
第
七
条
第
一
一
習
に

改
め
、
悶
条
第
五
勾
中
「
第
七
条
」
を
「
第
八
条
」
に
改
め
、
間
関
条
に
次
の
五
口
一
勺
を
加
え
、
同
条
を
第
二
卜
問
条
と
す

る。
ム
ハ
第
九
条
第
一
一
夜
及
び
第
?
江
市
慌
に
規
定
す
る
警
類


七
第
十
…
品
川
第
…
畷
又
は
第
一
一
一
積
の
緩
定
に
慕
づ
き
提
出
す
る
議
荷
額


八
第
十
一
一
条
第
一
一
線
の
規
定
に
基
づ
き
撲
出
寸
る
融
緩
類


九
第
十
一
…
…
品
川
第
一
積
の
規
定
に
基
づ
ぢ
縫
お
す
る
幾
数


十
第
十
間
条
の
綴
定
に
感
づ
窓
側
続
出
す
ゆ


第
十
…
一
一
条
を
第
二
十
一
一
一
条
と
す
る
。


第
四
殺
を
第
五
議
と
す
る
。


第
十
二
条
第
一
演
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。


〈第一…ゐ凶併



に
お
い
て
「
帳
簿
等
」
と
い
う 

去
、
検
変
又
は
点
検
を
行
う
築
業
所
に
備
え
付
け
、
綴
織
の
使
紛
そ
終
わ
っ
た
目
、


J

第
十
八
条
の
交
付
の
自
又
は
線
条
の
遇
制
郊
の
尽
か
ら
六
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
検
査
を
行
っ
た
場
合
次
の
イ
か
ら
り
ま
で
に
掲
げ
る
事
壌
を
記
裁
し
た
帳
簿
及
び
第
十
八
条
の
検
資
総
楽
絞

明
書
の
写
し

イ
検
査
を
行
っ
た
無
線
設
融
機
絡
に
係
る
無
線
開
局
の
種
別
、
識
別
信
号
及
、
び
免
許
の
幾
努

ロ
検
査
を
依
頼
し
た
無
線
局
の
免
許
人
の
氏
名
文
は
名
称

ハ
検
査
及
、
び
点
検
を
行
っ
た
年
月
日

ニ
点
検
を
行
っ
た
相
場
所

J

ホ
第
十
六
条
第
一
一
岐
に
媛
定
す
る
検
査
の
実
施
項
白
ご
と
の
検
査
の
成
績
及
び
点
検
の
結
集

ヘ
点
検
を
行
っ
た
点
検
異
の
氏
名

J J J J

J



108 11水J'61' 231平成� l29H 長1] 半I~ (号外第 140~J-) 

ト
ト
泌
倹
を
行
っ
た
際
に
使
間
刑
し
た
測
定
器
等
の
名
紘
若
し
く
は
型
式
、
製
造
事
業
者
名
、
製
造
番
号
、
較
正
等

の
年
川
け
円
、
較
圧
機
関
名
及
び
絞
定
等
を
受
け
た
方
法
(
た
だ
し
、
較
正
等
の
方
法
が
法
第
二
十
四
条
の
二
第

問
。
淡
第
二
門
均
一
一
に
規
定
す
る
方
法
に
滋
滋
す
る
場
合
は
、
当
該
点
検
に
使
用
し
た
測
定
器
等
を
較
正
等
し
た
法

L
1

別
淡
第
三
の
下
欄
に
掲
げ
る
測
定
滋
そ
の
品
約
の
設
綴
の
名
称
又
は
型
式
、
製
造
事
業
者
名
、
製
造
番
号
、
直
近

の
絞
政
相
将
校
行
っ
た
お
ザ 

及
び
絞
定
後
行
っ
た
務
の
氏
名
又
は
名
称
を
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
。
)

テ
判
波
乱
乱
行
っ
た
判
定
蹴
燃
の
氏
名

A
m

リ
総
合
試
験
に
お
い
て
無
線
設
備
の
操
作
品
念
行
っ
た
然
綴
従
響
殺
の
氏
名
、
無
線
従
事
者
の
資
格
及
び
免
許
説

の
詩
吟

T

点
検
の
み
恋
行
っ
た
場
合
次
の
イ
か
ら
チ
亥
で
に
掲
げ
る
務
墳
を
記
載
し
た
帳
簿
又
は
前
条
の
点
検
絡
楽
遜

m T

知
裁
の
写
し

dwG

イ
点
検
を
行
っ
た
無
線
設
翁
株
一
ず
に
係
る
無
線
路
の
縁
側
刻
、
幾
別
同
協
同
吟
及
、
ひ
免
許
の
慾
湾
、
予
綴
免
許
の
漆
勾
又

は
許
可
の
番
号

n
a

日
点
検
を
依
頼
し
た
無
線
局
の
免
許
人
又
は
予
綴
免
許
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称

ハ
点
検
を
行
っ
た
年
月
日

zv

二
点
検
を
行
っ
た
場
所

ホ
点
検
の
結
果

へ
点
検
を
行
っ
た
点
検
員
の
氏
名

ト
点
検
を
行
っ
た
擦
に
使
用
し
た
認
定
器
紘
一
寸
の
名
称
若
し
く
は
型
式
、
製
造
事
業
者
名
、
製
造
番
号
、
絞
ぷ
等

の
年
月
日
、
較
正
機
関
名
及
び
抗
戦
主
等
を
受
け
た
方
法
(
た
だ
し
、
較
正
等
の
方
法
が
法
第
二
十 
開
条
の
二
第

問
項
第
二
号
こ
に
規
定
す
る
方
法
に
該
当
す
る
場
合
は
、
当
該
点
検
に
使
用
し
た
測
定
型
的
等
を
較
正
棺
脅
し
た
法

制
加
袋
第
三
の
下
機
に
潟
、
げ
る
総
定
器
そ
の
品
加
の
設
備
の
名
称
又
は
型
式
、
製
造
事
業
者
名
、
製
造
番
号
、
護
近

の
絞
反
物
守
会
}
行
っ
た
年
同
月
白
及
び
較
正
を
行
っ
た
単
告
の
氏
名
又
は
名
称
を
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
。
)

イ
ナ
総
合
試
験
に
お
い
て
無
線
設
備
の
操
作
安
行
っ
た
無
線
従
事
者
の
氏
名
、
無
線
従
事
者
の
資
格
及
び
免
許
託

の品償問符

第 

二
条
第
二
壌
市 

「
縦
波
録
点
検
事
業
者
等
」
宇
佐
「
登
録
検
変
等
務
業
者
等
」
に
、
「
第
一
一
条
第
二
項
第
六
号
」
を
「
第

ぬ
条
約
二
明
快
第
二
汚
へ
殺
し
く
は
第
二
符
ヘ
又
は
第
九
条
第
一
一
項
第
六
時
」
に
改
め
、
伺
品
別
を
第
二
十
二
条
と
す
る
。

第

十

一

条

や

鱗

甘

い

を

「

に

、

「

当

該

点

検

の

終

楽

を

、

制

約

半

次

第

五

号

に

φ

っ

て

い

そ

に

改

め

、

同

条

な
第
七
十
… 

と
す
る
。

第
十
条
そ
第
二
十
条
と
す
る
。

第
九
条
第
一
議
出 

吋
第
七
十
一
一
一
条
第
三
項
」
疫
に
、
「
法
第
二
十
州
開
条
の
ニ
第
一
漢
文
は
法

第
二
子
関
説
慌
の
十
三
第
一
問
機
の
緩
録
に
係 

点
検
〈
以
下
「
点
検
い
と
い
う
。
ど
そ
吋
ぷ
倹
い
に
、
「
別
表
第
間
関
開
設
を

m

「
別
表
第
七
旦
ぎ
に
改
め
、
問
問
条
第
二
緩
や
「
議
録
点
検
事
業
者
附
過
ご
を
吋
幾
銭
検
資
輸
滞
家
薬
務
等
い
に
、
「
〈
第
八


第
三
項
に
お
い
て
地
中
間 

ず
る
場
合
を
含
む
。
ど
を
「
又
は
第
九
条
第
一
一
頃
」
に
改
め
、
関
門
灸
第
一
一
一
壌
市
市
議
ゆ
斜
線
点
検
察


業
者
等
ι

を
「
受
録
検
変
等
事
業
者
等
」
に
改
め
、
叶
闘
が
州
開
設
す
る
も
の
い
の
下
に
「
(
第
十
蕊
灸
に
燦
笈
ず
る
然
線
局


で
国
闘
が
同
開
設
す
る
も
の
に
限
る
@
)
」
を
加
え
、
同
条
を
第
十
九
条
と
し
、
第
一
一
一
察
中
間
条
の
総
に
次
の
的
条
そ
加
え
る
。 A

m


(
人
の
生
命
又
は
身
体
の
安
全
の
確
保
の
た
め
そ
の
適
正
な
滋
用
の
縫
保
が
必
要
な
制
球
綴
潟
)


第
十
五
条
法
第
七
十
三
条
第
三
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
無
線
局
は
、
次
の
怒
号
の
い
ず
れ
か
に
絞
当
す
る
然
線
路


と
す
る
。
法

第
百
一
一
一
条
の
二
第
十
二
項
各
号
に
掲
げ
る
者
が
専
ら
当
該
各
号
に
定
め
る
事
務
の
湾
に
供
す
る
こ
と
を
口
口
的


と
し
て
開
設
す
る
無
線
局
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
と
し
て
電
波
法
施
行
令
(
乎
成
十
一
一
一
年
政
令
第
二
百
間


十
五
号
)
第
十
郎
粂
各
等
に
掲
げ
る
無
線
局


法
第
蕊
品
一
一
品
取
の
ニ
第
十
一
一
一
頃
第
一
凶
可
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
無
線
開
局

三
拙
棚
上
常
務
続
放
送
局

側
関
船
舶
燃
側
約
〈
旅
骨
骨
紛
の
船
舶
加
間
同
に
限
る
。
)

双
統
出
資
機
関
殉

ム
ハ
泊
地
球
潟
〈
放
送
法
〈
昭
和
二
十
蕊
年
法
律
第
筋
一
一
一
十
二
努
〉
第
二
条
第
三
回
一
勺
に
幾
定
す
る
一
般
放
送
及
び
同
条

第
十
三
勾
に
務
定
サ 

衡
緩
材
樹
齢
付
放
送
の
蛾
刑
務
の
用
に
供
す
る
も
の
に
絞
る
。
) 

七
航
祭
機
拙
地
時
中
閥
均

八
鉛
槌
地
論
仲
間
持
(
旅
察
船
及
び
第
一
符
の
然
的
鰍
胤
川
俊
開
設
す
る
船
舶
の
船
舶
燃
始
球
絡
に
緩
る
。
)

九
人
工
衛
星
局
(
放
送
法
第
ご
北
米
第
一
一
一
間
げ
に
綴
定
サ
る
…
般
放
送
の
業
務
の
潟
に
供
す
る
も
の
に
絞
る
。
〉

十
衛
星
基
幹
材
放
送
局

十
一
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
無
線
局
の
他
、
無
線
開
仰
の
限
的
及
び
利
用
方
法
後
数
議
し
て
、
総
務
大
阪
が
別
に
俊
一
水

す
る
無
線
局

(
検
査
の
実
施
明
明
日
等
)

第
十
六
条
法
第
七
十
一
一
一
条
第
一
一
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
検
交
の
実
絡
演
協
は
、
刻
表
第
五
日
巧
の
と
お
り
と
す
る
。

2

幾
録
検
交
努
家
業
者
は
、
第
二
条
第
二
項
第
一
号
の
登
録
に
係
る
業
務
実
施
方
法
舎
に
従
っ
て
適
切
に
検
交
安
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〈
検
遂
の
災
施
方
法
等
)

第
十
七
条
検
交
の
実
施
方
法
等
に
つ
い
て
は
、
総
務
大
臣
が
告
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る

第
十
八
条
幾
録
検
武
双
等
薬
業
務
は
、
検
査
を
実
施
し
た
と
き
は
、
刻
表
第
六
号
に
定
め
る
検
査
結
果
証
明
書
を
検
変

そ
依
綴
し
た
地
怖
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
一
一
慾
の
務
各
州
市
「
係
る
い
の
一
ト
に
「
検
盗
又
は
」
を
加
え
、
開
門
寧
を
第
開
閥
均
挙
と
す
る
。

第
八
条
の
見
出
し
を
「
〈
外
悶
点
検
事
業
者
の
議
録
の
出
叩
績
と
に
改
め
、
向
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

2

法
第
二
ム 

開
条
の
十
一
一
一
第
二
項
に
お
い
て
溶
剤
す
る
法
第
一
一
十
間
関
条
の
ニ
第
一
一
一
績
の
業
務
の
実
施
の
方
法
を
定
め

る
議
毅
〈
以
下
「
外
留
業
務
災
施
方
法
議
い
と
い
う 

に
は
、
次
に
掲
げ
る
留
学
渓
そ
記
載
す
る
も
の
と
寸
る
。

一
点
検
を
行
う
無
線
設
備
等
に
係
る
然
線
開
府
の
緩
制
約

二
点
検
の
事
業
を
行
う
事
務
所
の
名
称
及
び
所
夜
地

一
一
一
点
検
の
業
務
を
行
う
組
織
〈
占
的
1

務
者
が
法
人
の
場
合
に
制
限
る

問
問
無
線
局
の
緩
別
ご
と
の
点
検
問
照
の
氏
名
及
び
波
別
表
第
一
に
掲
げ
る
条
件
げ
の
う
ち
該
当
サ
る
あ
の
〈
潟
絞
点
検

員
が
問
表
第
一
号
の
条
件
に
該
当
す
る
機
会
は
‘
都
熱
線
従
議
得
点
脅
の
策
絡
〈
後
ト
ム
特
殊
加
熱
線
放
土
は
、
第
一
級
段
上

特
殊
無
線
技
士
に
限
る
。
)
及
び
免
許
認
の
番
号
〉

五
部
定
器
等
の
名
称
又
は
裂
式
及
び
製
造
事
業
者
名

六
測
定
器
等
の
保
守
及
び
管
理
並
び
に
較
正
等
の
計
額

七
無
線
局
の
穏
別
ご
と
の
点
検
の
実
施
方
法

八
点
検
の
業
務
に
関
す
る
緩
簿
そ
の
他
の
毒
殺
の
管
理
に
縄
問
す
る
古
学
項

第
八
条
に
次
の
一
一
一
項
を
加
え
る
。

3

前
現
第
問
問
吋
の
無
線
従
事
者
の
資
格
の
う
ち
、
経
上
特
殊
無
線
技
士
の
資
絡
又
は
第
一
一
級
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
技
士

の
資
格
そ
有
す
る
者
は
、
海
岸
局
、
航
空
局
、
船
舶
初
局
及
び
航
空
機
局
以
外
の
無
線
設
備
等
の
点
検
に
限
っ
て
行
う

も
の
と
す
る
。

4

第
二
演
の
外
関
業
務
爽
施
方
法
警
に
は
、
点
検
震
が
法
制
約
表
第
一
(
第
一
一
演
を
除
く
。
)
に
掲
げ
る
条
件
に
該
当
す


る
者
で
あ
る
こ
と
の
統
例
議
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


法
第
二
十
四
条
の
十
五
第
二
療
に
お
い
て
祭
殿
す
る
法
第
二
十
四
条
の
ニ
第
三
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類


は
、
法
第
二
十
関
条
の
ふ 

三
第
二
療
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
四
条
の
一
一
第
五
項
各
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を


S
示
す
別
表
第
一
一
一
符
に
絞
め
る
様
式 

掛
総
額
と
す
る
。


第
八
条
乱
立
第
九
条
と
し
、
問
条
の
次
に
次
の
笈
粂
そ
加
え
る
。


第
十
条
法
第
二
十
限
条
の
十
三
第
一
一
漢
に
お
い
て
地
中
間
燃
す
る
第
二
十
限
条
の
州
開
策

明
快
の
幾
銭
外
闘
い
則
的
検
察
般
紙
袋
の


登
録
証
の
様
式
は
、
刻
表
第
問
問
符
の
と
お
り
と
す
る
。


i
m

(
議
録
外
国
点
検
事
業
者
の
変
更
の
附
続
出
向
〉

第
十
一
条
登
録
外
国
点
検
事
業
者
は
、
法
第
二
十
際
条
の
十
三
第
二
壊
に
お
い
て
機 

ず
る
法
第
二
十
困
粂
の
五
銭

一
環
の
属
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

l

一
登
録
の
年
月
日
及
び
登
録
番
号

二
変
更
の
内
容

一
一
一
変
更
の
年
月
日

mw

J

J

m

e
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i綴

淡
止
の
お
サ
路
日

終
立
の
際
滋

2

続
演
の
嵐
山
山
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
間
拘
束
総
会
送
信
局
長
は
、
新
た
な
登
録
誌
の
交
付
に
よ
る
訂
疋
を
行
う

AA
こ
と
が
あ
る

0
 

J
'
H
2
ν

E
3
0
 

3

幾
銭
外
回
点
検
事
業
者
は
、
第
九
条
第
二
項
各
号
〈
第
二
号
を
除
く
。
〉
に
掲
げ
る
事
項
を
変
受
し
よ
う
と
す
る
と

設
は
、
次
に
掲
げ
る
泰
項
を
記
載
し
た
開
脱
出
蓄
を
興
策
総
合
通
信
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

a

一
慾
絡
の
年
月
日
及
び
獲
裁
縫
吟

一
一
変
一
燃
の
内
情
廿

“
…
一
変
徽
ん
の
年
阿
川
口
�
 
M

側
双
銭
外
問
点
検
察
業
者
は
、
点
検
問
災
会
巡
泌
ι
す
る
と
ざ
は
、
競
演
の
鼠
山
山
警
に
当
該
点
検
問
箆
が
法
別
表
第
一
〈
第

二門� 4後
除
く
。
〉
に
掲
げ
る
条
件
に
該
巡
す
る
滋
で
み
る
と
と
の
誌
明
察
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
関
東
総
合
通
償
問
閥
次
は
、
法
第
二
十
閉
山
粂
の
十
五
銭
ニ
壌
に
お
い
て
地
中
附
加
す
る
法
第
二
十
郎
条
の
五
第
一
項
の
幾

定
に
よ
る
阿
脱
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
総
出
仰
が
あ
っ
た
夢
現
在
後
録
外
国
点
検
察
業
者
登
縁
組
織
に
議
録
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

(
議
録
外
国
点
検
察
業
者
の
受
録
誌
の
湾
交
付
〉

第
十
ニ
条
設
録
外
協
点
検
事
業
者
は
、
受
録
誌
を
絞
綴
し
、
汚
し
、
失
っ
た
絡
の
た
め
に
数
総
統
の
潟
交
付
を
ゆ
務

t
z

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
潟
げ
る
事
壌
を
記
載
し
た
由
市
議
惜
粛
を
開
策
総
合
通
償
問
問
後
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

一
設
録
の
年
月
日
及
び
登
録
丞
号

二
再
交
付
の
理
由

2

登
録
外
国
点
検
事
業
者
は
、
新
た
な
登
録
誌
の
交
付
を
受
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
旧
薮
録
誌
を
返
絞
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
登
録
誌
を
失
っ
た
等
の
た
め
に
こ
れ
を
返
納
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
こ
の
綬
り

で
な
い

〈
議
録
に
係
る
官
学
業
の
承
鉢
臓
の
題
山
山
)

第
十
三
条
法
第
二
十
減
条
の
十
一
一
一
第
二
項
に
お
い
て
地
中
照
す
る
法
第
二
十
四
条
の
六
第
二
項
の
届
出
を
し
よ
う
と
す

る
と
ぎ
は
、
次
に
鈴
げ
る
事
演
を
一
一
泌
裁
し
た
陣
織
山
山
蓄
に
法
第
二
十
四
条
の
す
一
一
一
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二

十
関
条
の
ふ
ハ
第
二
墳
の
被
災
そ
託
す
る
議
滋
及
び
法
第
二
十
四
条
の
十
一
一
一
第
一
一
壌
に
お
い
て
準
局
す
る
法
第
二
十
四

条
の
二
銭
双
務
各
符
に
絞
巡
し
な
い
こ
と
そ
…
泌
す
則
的
表
第
三
同
一
勺
に
定
め
る
様
式
の
書
類
を
添
え
て
、
間
関
東
総
合
通
信

つ
て
は
、
そ
の


代
淡
必
慌
の
氏
名


…
…
滋
継
に
械
部
る
議
総
部
品
散
問
符
淡
び
幾
綴
外
際
点
検
事
幾
邸
側
の
名
称


2

前
前
恨
の
祭
実
を
認
す
る
議
磁
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
寸
る
。


一

事

業

の

ふ

応

部

を

譲

り

受

け

た

こ

と

に

よ

っ

て

設

録

外

悶

点

検

つ

て

は

、

家


業
の
全
部
の
譲
り
受
け
が
あ
っ
た
と
と
�
 絞
ず
る
議
緬
〈
法
人
に
あ
っ
て
は
.
蜘
笈
紀
察
情
憐
経
蹴
明
幾
又
は
こ
れ
に
鴻
明


、
ず
る
も
の
及
び
繁
盛
濃
の
全
部
の
譲
り
受
け
が
あ
っ
た
と
と
そ
読
す
る
議
前
〉


二
登
録
外
極
点
検
事
業
衰
の
地
伎
を
承
継
し
た
相
続
人
に
あ
っ
て
は
、
一
戸
籍
全
部
事
務
法
務
祭
文
は
こ
れ
に
添
ず


る
も
の


三
合
併
又
は
分
認
に
よ
り
登
録
外
国
点
検
事
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
法
人
の
滋
記
務


現
証
明
盆
百
又
は
こ
れ
に
準
、
ず
る
も
の


(
登
録
外
滋
点
検
家
業
者
の
廃
止
の
届
出
)


第
十
限
条
受
録
制
外
展
点
検
事
業
者
は
、
法
第
二
十
四
条
の
十
三
第
二
項
に
お
い
て
準
湾
す
る
法
第
二
十
四
条
の
九
第

一
演
の
綴
笈
に
よ
る
登
録
に
係
る
挙
業
の
廃
止
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

溺
出
泰
宏
潟
策
総
務
会
遇
措
同
局
長
に
援
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

…
設
銭
外
弱
点
検
事
業
者
の
氏
名
文
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
代
表
者
の
氏
名
�
 

は
そ
の
更
新
の
」
に
改
め
、
尚
北
京
を
刷
用
八
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
癖
棋
名
を
品
行
ず
る
。

第
一
ニ
窓
外
関
点
検
事
業
者
の
受
録
手
続

第
六
条
第
一
一
境
中
長
山
市
裁
第
二
号
」
そ
「
別
表
第
三
回
ぎ
に
、
起
占
拠
開
点
検
察
犠
飛
車
鳴
」
会
吋
級
品
線
検
後
線
機
淡
湖
仰
い
に

改
め
、
部
門
条
第
二
演
中
「
次
に
掲
げ
る
」
の
下
に
「
古
学
業
者
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
い
を
加
え
、
間
前
例
お
け

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
登
録
検
査
等
事
業
者
(
点
検
の
事
業
の
み
を
行
う
半
世
を
料
開
く
。
以
下
こ
の
玲
に
お
い
て
同
じ
。
〉

イ
事
業
の
全
部
を
譲
り
受
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
登
録
検
変
等
事
業
者
の
地
伎
を
象
継
し
た
者
に
み
つ
て
は
、
が

業
の
全
部
の
譲
り
受
け
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
(
法
人
に
み
つ
て
は
も
定
款
の
勝
本
、
設
記
事
項
説
明

器
官
、
役
員
の
氏
名
及
び
過
去
二
年
間
の
経
歴
を
記
載
し
た
お
表
第
二
号
に
定
め
る
様
式
の
誉
類
並
び
に
事
業
の

余
邸
側
の
譲
り
受
け
が
あ
っ
た
こ
と
を
濯
す
る
器
官
邸
)

円
以
幾
録
検
資
等
一
事
業
者
の
地
位
を
承
継
し
た
格
続
人
に
あ
っ
て
は
、
戸
籍
全
部
事
項
証
明
書
及
び
過
去
二
年
間

の
緩
援
な
記
載
し
た
別
由
次
第
二
号
に
定
め
る
様
式
の
章
一
回
類

ハ
合
併
又
は
分
割
に
よ
り
登
録
検
査
等
事
業
者
の
滋
佼
を
承
継
し
た
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
法
人
の
定
款
の

腕
燃
本
、
幾
記
績
哨
明
統
明
榊
納
町
、
役
員
の
氏
名
及
び
滋
宏
一
一
係
織
の
綴
歴
を
記
載
し
た
別
表
第
二
号
に
定
め
る
様
式

の
議
類

日
…
授
録
検
変
盤
柑
務
総
刷
物
〈
点
検
の
家
鵠
般
の
も
の
そ
行
う
殺
に
絞
る
�
 以
下
こ
の
訊
勺
に
お
い
て
閥
、
じ
。
〉

イ
家
撲
の
ふ
ぬ
都
合
譲
り
受
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
幾
録
検
後
簿
一
務
築
指
鳴
の
地
佼
を
玖
継
し
た
品
切
に
あ
っ
て
は
、
事

業
の
ふ
中
川
部
の
譲
り
受
け
が
あ
っ
た
こ
と
な
滋
ず
る
議
綴
〈
法
人
に
あ
っ
て
は
、
蜘
波
紀
務
機
材
紙
開
明
御
機
及
び
市
ゆ
裟
の

全
部
の
譲
り
受
け
が
あ
っ
た
こ
と
を
絞
ず
る
察
一
般
〉

ロ
受
録
検
変
等
事
業
者
の
地
位
俊
一
玖
鉢
概
し
た
総
続
人
に
あ
っ
て
は
、
戸
絡
会
部
務
項
統
明
繋

ハ
合
併
又
は
分
割
に
よ
り
議
録
検
査
紘
一
常
事
業
努
の
柏
崎
役
会
承
縦
し
た
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
法
人
の
ゑ
記
務

項
証
明
書

第
六
条
第
三
噴
出
�
 「
登
録
点
検
事
業
者
」
を
「
登
録
検
査
等
事
業
者
」
に
改
め
、
河
品
別
を
第
七
条
と
す
る

第
五
条
中
「
登
録
点
検
事
業
者
」
を
「
受
録
検
査
等
事
業
者
」
に
改
め
、
向
条
第
一
項
第
一
号
ゆ
「
議
録
の
」
そ
「
制
作
山

録
又
は
そ
の
更
新
の
」
に
改
め
、
割
問
条
を
第
六
条
と
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
受
録
点
検
事
業
者
」
を
「
塗
録
検
査
等
事
業
者
」
に
改
め
、
同
市
制
第
一
号
中
「
登
録
の
」
そ
ぷ
ル


録
又
は
そ
の
更
新
の
」
に
改
め
、
開
条
第
一
一
一
壌
市
�
 「
登
縁
点
検
事
業
者
」
を
「
登
録
検
査
等
事
業
者
」
に
改
め
、
「
第
今
一


条
第
二
項
毎
日
可
」
の
下
に
「
〈
第
一
号
ロ
及
び
第
二
号
ロ
を
徐
く
。
ど
を
加
え
、
問
項
第
一
号
中
「
登
録
の
」
を
「
ゑ
録


又
は
そ
の
更
新
の
い
に
改
め
も
問
問
点
取
第
沼
市
慣
や
「
議
録
点
検
察
業
者
」
を
「
笠
録
検
査
等
事
業
者
」
に
、
「
変
更
後
の
業


務
災
施
方
法
惑
い
な
「
綴
出
惑
い
に
改
め
、
「
別
表
第
一
」
の
下
に
「
(
第
一
号
を
除
く
。
ご
を
加
え
、
「
(
当
該
点
検
長
が


問
淡
第
一
号
の
条
件
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
〉
い
を
溺
り
、
開
門
条
第
五
演
中
「
数
録
点
検
事
業
滋
受
給
跡
簿
」
を
「
受


録
検
滋
等
裟
慨
無
胤
制
緩
脇
陣
織
補
い
に
絞
め
、
関
門
境
安
開
条
第
六
墳
と
し
、
開
条
第
問
問
明
の
次
に
次
の
一
墳
を
加
え
、
日
間
条
を


b 第
双
条
と
す
る
。

同
�
 

冊
減
線
検
盗
品
等
築
業
後
〈
点
検
の
家
業
の
み
そ
行
う
級
殺
除
く
。
〉
は
、
判
定
問
闘
な
巡
加
す
る
と
き
は
、
第
三
墳
の
続


出
膏
留
に
当
該
判
定
員
が
法
別
常
次
第
開
問
〈
第
…
符
及
び
第
二
院
η
の
無
線
従
務
畿
の
資
伸
物
品
化
夜
ず
る
こ
と
の
説
明
畿
を
除


く
。
)
に
掲
げ
る
条
件
に
該
当
す
る
務
で
あ
る
こ
と
の
統
明
擦
な
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
紋
い
。


第
三
条
市
ヤ
「
制
的
表
第
三
日
行
」
そ
「
別
表
第
四
関
紙
勺
」
に
改
め
、
同
�
 そ
筋
凶
品
取
と
す
る
。


T

第
二
条
の
次
に
次
の
…
条
そ
知
燃
え
る
。

(
登
録
の
更
新
)

第
三
条
法
第
二
十
開
条
の
こ
の
こ
第
一
壌
の
登
録
の
更
新
の
中
譜
は
、
議
録
の
有
効
間
期
間
満
了
計
約
一
一
一
筋
月
以
し
し
一
六
筒

月
を
超
え
な
い
期
間
に
お
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

前
条
(
第
二
項
第
二
号
、
第
三
項
(
点
検
の
事
業
の
み
を
行
う
者
に
限
る
。
)
、
第
閉
山
項
第
二
号
及
び
第
五
項
第
一
二

間
対
を
除
く
。
)
の
綴
笈
は
、
前
項
の
登
録
の
更
新
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

T

A
m
 e


a

一
間
げ
や
「
慾
録
の
」
を
「
僻
知
的
�
 八

a

m
v

第

七

条

や

そ

ぷ

品

線

検

資

輸

柑

響

楽

縫

い

に

改

め

、

関

条

第

�

 



パ
阿
波
∞
分
」
そ
「
滋 

胤
が
滋
阿
川
滋
'
減 

静
滋 

溺 

滋 
φ

胤
が
滋
同
調
」
に
、
「
胤
附
議「誠

治
州
議
泌
氏
義
明
義
務
」
を
「
襲
撃
一
襲
撃
吋
惑
を
護
一
」
に
、
「
鰐
路
間
誠
一
一
向
(
隠
さ
れ
匂
刷
附
隣
同
」
を
糊

q
u
u

Mm

惨
禍
知
見
〉
矧
掛
司
〈
問
問

M
N可かれい九いや

ω
)
に、「q

L
H
ψ

M点
N

、
た
慈
六
逮
「
ぜ
が
伊
達
尚
一
緩
み
吋口� q 
S
S
Q
U
同持議 

議
嗣
刷
(
滞
印
)
」

附舟議 

蕗
糊
(
夜
間
)
に
、
関
表
注
4
由
市
「
滋
惑
い
を
ぶ
神
州
矧
以
内
認
知
議
」

q
u

什
斗
。
磯
淡
泊
慾 

液
凝 

品
叩
命
」
山
総
ぺ
僚
が
絡
め

V
M

別
表
第
五
号
令
「
減
察
、
必
懇
議
溺
山
総
述
戦
翌
議
凶
作
〈
滅
ロ
冷
滋
議
〉
」
桜
山
口
礼
例
措
紳
稔
滋
磁
波
一
線
一
丸
〉
柵
郊
外
〈
滋
自
治
溺
漁
〉
い

ロイ Y
N
N
G

に
改
め
、
開
設 
1
枚
包
ゆ
「
滋
駒
郡
泳
競
欝
滋
脳
波
酬
明
い
を
記
門
務
総 

山
勝
治
酬
明
い
に
、

e
SN

知

怒

川

愉

糊

肺

機

そ

之

、

「

刷

附

給

、

ん

慾

刷

消

滅

絞

殺

滋 

時
」
晶
化
「
…
綴
激
怒
胤
附
純
物
斜
線
仙
州
議

q
u5J

品

別

対

叩

料

品

山

州

併

〈

段

ご

い

ご

い

』
N

ど
を
加
え
、
「
段
取
融
情
ぷ
〈 

昨
日
山
ど
そ
「
冷
禁
制
都
心
(
問
問

叩
口
口
出
掛
沿
い
を
「 

ω

慾
窓
海
神
綿
棒
銀
滋
税
務
総
践
活
酬
明 

当

議占U
2 4

3

冷
家

泌
伊
合
寸

N検
N

wm

宿
場
一
学
兄 

惑
ミ
ミ

M

W

W

日ト

に
改
め
、
注
2
を
注 
3
と
し
、
設 
1
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

熔神

槻
数
字
問
的
知
慈
税
総
裁
見 

孔
例
措
却
見
〉
お
珍 

「滋
 

治
滋 

煩
」
作
品
山
内 
V

時
間
診
，
ャ
持
「
滋 

冷
淡
∞
怒
」

「糠

の� 

さ吉

口口

Q
V
M

M
M

期制
 

叩
関
山
沖
実
「
学
習
雄
勝
議
総
務 

時
酬
明
い
什
斗
が
。

鱗猪検 M
N
G

M
M

別
表
第
五
号 
4
枚
百
中
「
国
一
」
球
滋
密
ぷ
」
を
「
ぎ
磁
波
け
事
い
に
改
め
、
同
衰
を
別
表
第
八
努
と
す
る
。

L一一一 q
u
h
y

別
表
第
四
号
中
「
登
録
点
検
事
業
者
等
」
を
「
登
録
検
合
に
、
「
第
九
条
第
一
環
」
そ
吋
第
ふ 

条
第

mを13 

一
段
」
に
改
め
、
問
中
荻
第
一
の
衰
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

mw 者受

q
u

選
任
さ
れ
て
い
る
然
線
従
率
緩
の
資
格
及
び
災
数

U

検

滋 
枕
さ
れ
て
い

l
h
A

n
q

~H'

〈
主
任
然
綴
従
一
樹
検
察
そ
選
任

…
紛
給
開
均
然
綴
従
務
者
証
明
警
の
所
有
及
び
当
該
-
説
明
の
効
力
(
鉛
総
局
で
、


義
務
の
あ
る
場
合
に
相
絞
る
。
)


ホ
遭
難
通
信
索
任
者
の
記
驚
〈
船
舶
局
で
、
義
務
の
あ
る
場
合
に
限
る
。
)

法
第
七
十
一
一
一
条
第
四
演

イ
選
任
さ
れ
て
い
る
無
線
従
事
者
の
資
格
及
、
び
員
数

の
点
検 

口
選
任
さ
れ
て
い
る
無
線
従
事
者
の
従
事
事
実

ハ
主
任
無
線
従
事
者
の
監
督
の
事
実
及
び
主
任
講
習
の
受
講
事
実
(
主
任
然

線
従
事
者
を
選
任
し
て
い
る
場
合
に
怒
る
。
)

ニ
船
結
局
無
線
従
事
者
夜
間
約
審
の
所
有
及
、
び
当
該
説
明
の
効
力
(
船
舶
附
局
で
、

義
務
の
あ
る
場
合
に
擦
る
。
〉

ホ
遭
難
遜
…
償
資
任
容
の
配
蜜
〈
船
舶
総
局
で
、
義
務
の
あ
る
場
合
に
限
る
。
)

制加わ市泌総

ど
か
も

注
減

ω
品分 

8
5

q
N
W
ねい山村滋

滋
同
一
滋 
m
g

伊」「
 

H
'
↑

ゐ巾見
 
U

議十� 
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別
表
第

野
市
市
吋
鴨
緑
料
品
附 

U
M山口

 

一
滋
戸
川
必
見
〉
総
数

機

数

」

沿
怒
れ
通
ご
山 

登州問即時点叩 

さ 

N加
議
臨
時
(
問
問
。
)

S

に
改
め
、
問
中
衣
注
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

V

出
総
務
務
惑
日
品
分 
E
G
ω

滋
戸
一
緑
色
。
機
蜘
剣
山
町
出
仰 

関
口
守
第
二
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

m点
検
の
話
機
制
約

法

一
議
室
訂

第
十
条
第

演
の
点

時
計
の
備
付
け

無
線
業
務
日
誌
の
備
付
け

そ
の
他
の
議
類
の
備
付
け

昨
吋
叫
引
の
枇
納
付
け

そ
の
紛
の
幾
糊
酬
の
備
付
け

イロ

検

ロ

問
叫
胤
昨
路
建 
J

別
淡
第
問
問
符
第
一
一
一
筋

照
合
議
類
の
区
別

無
線
路
何
事
項
黍

工
事
殺
計
量
一
国

問
符
の
仙
波
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

H

U

A

V

i
i
i
l
i
-
-
I
l
l
i
-
-

H

V
4

締
出
品
」
に
改
め
、
つ
官
制
服 

九
品 

滋
途
円
九
州
問
斗
に
の
次
に
吋
(
問
問

ω
ど
に
、
ぷ
診
察
滋
滋
樹
泌
総
後
淡
路
お 
3
潔
滋
対

q
A

税
対
仏
依
然
附
附
議 

議
録
免 

翻
4
4
得

m
q

「「 

滋
沿
い

mu

3 

漆
法
務
機
」 

猪口
h
H

伊
剥 

点

検

の

緩

別

法
第
十
条
第
二
墳
の
点

点

検

の

種

別

点

イ
予
備
免
許
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

項
の
点
検

法
第
十
条
第

ロ
無
線
設
備
の
設
置
場
所
(
常
置
場
所
)

ハ
無
線
設
備
の
設
霞
箇
所
(
船
舶
加
局
、
紛
綴
滋
球
局
、
航
空

機
局
及
び
航
空
機
地
球
局
で
、
条
件
が
み
る
場
合
に
限
る
。
)

一
一
法
第
三
十
五
条
の
捻
置
(
鉛
舶
局
及
び
紛
鉛
地
球
臨
時
で
、

措
置
の
義
務
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
〉

ホ
鉛
船
又
は
航
空
機
関
係
官
帯
現
〈
船
飴
腐
及
び
銃
祭
機
閥
均
に

限
る
。
)

無
線
設
備
の
設
設
場
所
〈
常
銭
湯
所
〉
〈
変
獲
し
た
機
会
に
線

市
慌
の
点
検

一
法
第
十
八
条
第

る。〉
イ
免
除
制
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

ロ
然
線
絞
備
の
殺
機
場
所
〈
常
畿
地
嚇
所

ハ
然
線
絞
帥
簡
の
殺
鐙
箇
所
〈
船
舶
問
問
、
船
舶
地
球
潟
、
総
会

機
閥
均
及
、
び
総
祭
機
地
球
局
で
、
条
件
が
あ
る
場
合
に
綴
る
。
)

ニ
法
第
三
十
五
条
の
措
援
〈
船
舶
局
及
び
船
舶
臨
地
球
局
で
、

捻
畿
の
義
務
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
)

中
小
総
鈎
又
は
航
祭
機
関
係
事
項
〈
船
舶
局
及
び
航
空
機
関
湾
に

絞
る 
φ

)

一
法
第
十
条
第


市
恨
の
点
検


法
第
十
八
条
第

一
一
項
の
点
検

検

の� 

項

13 

イ
送
信
(
受
信
)
可
能
な
電
波
の
型
式
及
び
周
波
数

ロ
送
受
信
設
備
、
特
殊
な
設
備
及
び
附
属
装
澄
に
つ
い
て
、

裂
式
又
は
名
称
、
製
造
番
号
及
び
型
式
検
定
番
号
等

ハ
空
中
緩
系

一
一
晩
磁
波
設
綴

ホ
計
器
、
予
綴
口
郎
、
制
御
滋
の
照
明
、
非
常
灯
及
び
遼
絡
毅

鏡
〈
船
舶
務
局
で
、
義
務
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
〉

内
川
中
市
ザ
線
摂
取
〈
変
務
ん
し
た
場
合
に
限
る
。
〉

点

検

の

演

尽

/、



(日号外第 140号)

5JIJ 

を

4
1
z
 

a
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a
 

平成� 23年� 6月� 29日 水曜日

N H

幸日

」

官

を
「
実
効
騒
射
電
力
」
に
、
「
放
送
局
」
を
「
地
上
基
幹
放
送
局
」
に
改
め
、
同
表
を
別
表
第
七
号
と
す
る
。

別
表
第
三
号
中
「
滋
�
 
ω
品川河� Q
滅
∞
品
川
」
を
「
瀦
品
治
対
�
 G瀦
�
 
H
c
w
m」
に
、
「
隊
獄
�
 sh切
迫
田
」
を
「
陣
論
以
界
内
角
�
 
U

出

「
副
配
劃

S
R
ヨ

S
N
W加
品

煩

�

 
G
U
溢

尚

六

軒

。

什

部

�

 

J

可

制

。

(

隣

同

)

」

N品
品
�
 m
S
N
滅
品
一
湖
町
。
適

治刊� 
δ
令
油
田
」
に
、

同附� 

受信

波数

表第


四
 
7下第� 

第

HF 

日
F 
通

第
表中

項第

号
の

四法

の七
「 点十

検三
信装 条� 

置及び

備
ホニハ

型
ロイ�  

V 

(船舶計電源設備 笠 式送送�  
中又受信 信線系器

局備予 は名設(
で 称備六五四三

射
義務、品、 製造特殊 可

襲度感度言 語特牲吉線培度野アリ里 が御器制 番な能な数

あるの 及号備設電波

場
明

び及の
A口 照

発射

又 喜検附式定び型
}ま 

J限る常非 属装 及び灯
不

要発
及 番号等置つに 周
ひ

(，~
連 て絡

設� 

「

UH  
HF  
F 
通V

{装言日F 

置及び

六五四三
射

選蓄量度受変空のス周
調中強度プ放数E線リ

震カ スア

発射

又
は
不

発要

除Fい五

く。通信装ては及び
、ムノ、

置� Uに
を� Hつ

」

実効掘射を

電力

(防 
H

)

刷
附
惜
知
蕩
胤
州
地
明
川
明
糠
弛
時
崎
明
見
〉
論
議
目

刷
附
郵
務
刷
附
品
哨
岨
判
精
弛
州
鼎
哨

S
R
ヨ

「
「
禁
罪
慈
一
暢
糠
職
事
び
品
山
一
事

隊
獄
、
北
刑
務
制
滅
的
機

時
側
首
同
町
肘
晴
樹
立
冷
�
 

議
悼
叩
(
問
問
�
 

無
線

場所置

一一

時5自

設計

波数

置に

電
気
的
特
性
の
検
査

工
事

書
事局

照項書 Acz、

書類

の'
区
分

ホ /¥ロイ
備 型
ホニハ ロイ

措 条
船措自 霞法件無無免送計霞源空中式又送信(船舶 の第が線 許

旦「旦語線は福EEL( 
三あ設設人関義務係事
十る備備の

が場の氏
局予 系名設言

検て備 現備
項あ五合の 設置場 名

務義占有 謹製特可 口1 る去よ� 5 文ら に霊量{l'
査

ぉ制 番殊能な 場合措娘る箇所名は
局� f;::置)。所 称な電電7下口あ御 波

る苦百 及び設 のに限蕗届常き
場i口kの 備の 限る 住る)。舶舶

に理 検等主定書主附 主
局局所 項)及及

限る非 喜び びび
船船 日)灯。常 潟 骨自時白
地地っ及び
球球

連 しミ 局 局
絡� T で で
主民品又

し一 」一一ー一一

什
妙
。
胤
問
時
糊
戸
、
汁
れ
什
隊
問
問
�
 

l
z
 

μ
O

(
h

U
U
V
4
4
4
J
U

W
F
H

J

V

線無

局
の

及び

線無

備設名

備予� 

備設

数周

局舶船�  

本基雲
及ひ

15野備規設非常 喜書;鰐話聖 穏

同
行
し

H

」
い
間
口
。

周波

。有効期

限
の

Bサ規 位定す則用

電中

る第指置
無四 |問双

河
慈

δ
叫
判
糠
�
 

可向� 
。
�
 

線十示 双方向

刷
附
獄
刈
叩
禍
仰
ミ
汁
叫
叫
司
法
、
川
河
慈
�
 3
制
鴻
見
�
 
叩
�
 

命
日
〉
孤
品
叩
問
鰐
斗
が
。

備設五条皇線霊
方電

無
立線葉

五回三二 一

訓
�
 

四一一 


識無変イ云空数
 変空有占波
検童苦霊数別{号言調送度送速線
査

カカ言{時 の

間 項� 

g 

含そ電池を電池
むのノむ2iの

。効有期備えを 備

限る
のも

考確の
目在 認は

ナι三 、仙fil'J 

一

N
)

耐
仰
首
間
際
瀦

什
針
。
刷
附
時
捌
ヤ
刊
刊
行
什
品
叩
叫
同
斗
。
。

に、「(府間� 

(
4
4
)

務
市
町
日
間
前
週
則

N
)
 

(
忍
ど
を
「
(
浴
品
)
 
(
4
4
)

常
時
'
ゆ
嵐
前
週
矧
�
 
(
m
E
)
」
�
 

(
段
ω
)

」

に
改
め
、
注
2
を
注
4
と
し
、
注
1
を
注
3
と
し
、
注
3
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
、
同
表
を
別
表
第
四
号
と
す
る
。

刷
附
惜
知
慈
州
町
議
川
別
総
叫
州
�
 

s
h
v
W
4
4
ψ
弛
崎
市
一
係
八
。
)
行
問
問
。
部
制
御

弛
叩
」
叶
紛
が
続
出
�
 S

を



付
�
 
F
 窓会話事正 制緩8~寂寂墜S鍵給 主主鈴検後4~~~;走者等規則第 2 条第 2 攻に規定す之33総務災施方法議に基づき漁耳Ií'偶然線隠の

ま禁法孝義綬夜
先j骨u.k;l' 然線設備絡の検査を行い、当該検ままの結果が、下淡のとおりであったことを証明します。� 

以!I!;!l童委是認
ま長 l問問(注�  2) I 問援会今氏名手び該! !滋区分(注 3 

き言葉軍事妥

沼健室主泌泌総i縁 i点検年月日 点検。誌の氏名及び該

側4子宮議事塁手立
滋区分(注� 3)

↑

(ro
号番号雲寺

来結を2検-RIIP制号機増� 1]1

r)

一一吉田f
 

自主薄謀議誕

主将モトき挙総干ご

霊宝章語紙

.¥{!{思惑窓会返事選終援

鼠� 機~$oJr 

無線従著揮者の筆記務
及び災数(波4)

出電波法第39条、第40粂及び策50~殺の燦

様
式
�
 

窓 種別の長宅� 然線絞殺~n緩 

話芸者援∞議総5iS持者組再~'::S連!~滞 E!潟、講話寸 織 Bせ 号
緩議担語話機認語科目銀

叩4尽自E泌総事除器禁F 11 

1112(ìニド~' i3IK 辺
定のいずれかに違反している。

議芸議銭安号変

議溶葛網干ぞAJいのο� 時計及び綾瀬(注� 口 電波法第60条の幾定に滋反していな
5) 

時J8さ議Q議議5芝 \-I:l Uíス:.;'t-'~' f，I認
口需波法第60条の規定に瀦反している。さ塁塁堅選終鼠や係機Q 

+118十く主義5言語!'U車窓� 
白

日

~~l義i意義総選選8綴機 無線路の然線設備 工事設計に合致している。
器室l2塁送~O

続
約モトき議終夜 .j.J'く必'::Sf宅l2(i

〈主主6)
工事設計に合致していない。

殴

附 :.;'t-'~'議後議室<< 綴制緩gtC会?く容認 言語'::Siて泌総v。γ主義� 
4議緩!と滋ムa占禁皮'~n 

点
病
4

M
K

議撃機トヰ� ¥.lt弐獲《ニ曜F干宅
5定料'::s綴意義隊機2史上i

い

く

く

時話器~~主主出 盤的。

1tT(!I.!!日程語制 綴 逗 {自滅工多様綴絡A列� 4主審〉

担割5括性H 注� 1 自主援により記載したと告をは、押印を主主毒害することができる。ただし、法人又は間体の場合

は、その商号又は名称放ぴに代表者の役軍襲名及び氏名を記載し、印は代後最まのものとするこ

開

む誠一…
銭円� U81紙記.l.ó~綬~反容護主総 8言詳細 8 勝aIIl:J):e丈l2'義主総4く!副長~l2南海知心稔t訟の総桝関〈即紳士f

ぷ!足手.J{p.:!公~φP8火H帆予令。
と。� 

JV

還を抗予やj 弐jミミ5霊毅Pくさま?や<\Il護軍手J4後娘久j義援40療$~U叙石室主宏子。必 8 l2 íヘ;二't-'~' 与)8磁心p~ 

~4D~三言語

き 事~~~8包容8緩や[守護謀総会j緩滋いゅはよJ~室長ffiiiAJきれの。 

e E工法SE4語苦語紙8tc;穏な'おi誌やを録公~久j けだとiム6~ .w 8久j炉心。 

J5IJ表第六号 検査結栄吉正明言撃の様式(第18持主総係)

検資を依頼した者宛てに統明ずる検張妥結果絞明言書(総合通信局長が、ここの様式に代わるものとして

N
認めた場合は、それによることがでさるJ

L
F

へ一
�
 
町
一
岱
州
川
町
ゆ
山
守
的
�
 
官
�
 

与J8f誌とJ吋ゆ祭儀8堅手aII付 8小.j!¥'桜縫綴霊祭8草壁鎚Q君事摺時)8寝8偽禦U .l.oc封llt滋緩矧偽Ji3IK
2 判定員が判定そ行った伐とすること。� 

3 該当区分は、判定員にあっては法自IJ表第4のいずれかに掲げる条千午、点検主主にあっては法

別表第� lのいずれかに掲げる条件のうち該当するものを「第� 1勾Jのように記載すること。� 

4 登録検資得議幾著者(点検の纂撲のみを行う者を除く。)が、第m長のf告示により無線従事者

の資絡及び員数について検交を行った場合において、不可i之絞巡する善努墳がない場合は、「電

波法第39条、第4M徒及び第50条の規定に違反していない。Jにvr:p後入れること。� 

A 日
6 

検

登録検惑を議事務幾者

3誌について検滋を行った場合において、 不可に該2きする毒事務がない場合;立、?ヱ苓設言j-に会

5 登録検変考察家殺若手〈点検の事業のみを行う者を徐く。}が、多彩17~誌のをきぷにより法第60条の

時計及び綴付慾綴毒事について検査をi=rった場合において、コド石?に絞滋ずる考察墳がない場合は、

にν郎を入れることm

著まを徐く。}が、第17~長のを告示により無線設嬢の会ド

検査結果証明言書
致している。Jfごν聞を入れること。検査を依頼した然線路の免許人 宛て

主主録検王筆者事務芸能畿の 誌111軍総 11 常任「第 6~決第 l 項及び第 8 条J ~ r第� 3条第2項、第7請を第� l寝及び第13条第� 1項1.2

氏名又は名称(波1) 向n 恒常，� r第24条の� 2第� 5繍各号J 8~以「又は法第24条の13第 2~実においてま務潟する法第24条の 2 第 5

芸菱銀の港湾 項各時J~奥村'区制ぬ'5iSiI!者総 I l] nlt' AJ +:r-~。



拍
品
州

m
w
謂
れ
訓
(
滋 
N

(ふ知

的〕弓
	
N
W
)

J

h

"" 

片
付
江
'
骨
骨
議
斗
h
m
n

S

什
叫
山	 

什
妙
。
益
出
脚
勝
。
州
間
体
〉
、
。


有

沼

田


判
嗣
刷

U

什。

間

円

伺

只

前 

む� N	 ト哨

rムー，
1 1 3 平成 23年 6月 29日� 水曜日 H 幸民� (号外第 140号)

出 路市

q
u

別
表
第
一
号
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

総
務
省
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

総
務
省
組
織
規
則
(
平
成
十
三
年
総
務
省
令
第
一
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
一

第
五
十
一
条
第
二
項
第
二
号
及
び
同
条
第
四
項
第
二
号
中
「
電
気
通
信
役
務
利
用
放
送
」
を
ご
般
放
送
」
に
改
め
一

る
十
一
一
百
七
十
七
条
第
六
号
、
第
二
百
九
十
七
条
第
二
号
及
び
第
三
百
六
条
第
七
号
中
「
無
線
設
備
等
の
」
の
下
に
「
検
一

査
又
は
」
を
加
え
る
。

間阿
 

E
H

乙
の
省
令
は
、
放
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(
平
成
二
十
二
年
法
律
第
六
十
五
号
)
の
施
行
の
日
(
平
成
二

十
三
年
六
月
三
十
日
)
か
ら
施
行
す
る
。

総
務
省
令
第
七
十
七
号

放
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(
平
成
二
十
二
年
法
律
第
六
十
五
号
)
の
施
行
に
伴
い
、
及
、
び
電
波
法
(
昭
和

二
十
五
年
法
律
第
否
三
十
一
号
)
第
七
十
一
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
周
波
数
変
更
対
策
業
務
及
び
特
定
周
波

数
終
了
対
策
業
務
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平

成

二

十

三

年

六

月

二

十

九

日

総

務

大

臣

片

山

善

博

特
定
淘
波
数
変
更
対
策
業
務
及
び
特
定
周
波
数
終
了
対
策
業
務
に
関
す
る
規
則
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

特
定
周
波
数
変
更
対
策
業
務
及
び
特
定
周
波
数
終
了
対
策
業
務
に
関
す
る
規
則
(
平
成
十
三
年
総
務
省
令
第
百
四
号
)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

O
第
三
条
第
十
一
号
中
「
放
送
事
業
者
」
を
「
基
幹
放
送
事
業
者
又
は
基
幹
放
送
局
提
供
事
業
者
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
三
十
四
号
中
「
の
無
線
設
備
が
適
合
し
て
い
る
技
術
基
準
」
を
「
に
係
る
電
気
通
信
設
備
」
に
、
「
平
成
十

五
年
総
務
省
令
第
二
十
六
号
」
を
「
平
成
二
十
三
年
総
務
省
令
第
八
十
七
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
十
五
日
守
中
「
の
無

線
設
備
が
適
合
し
て
い
る
技
術
基
準
」
を
「
に
係
る
電
気
通
信
設
備
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
六
条
の
二
第
三
号
中
「
放
送
用
周
波
数
使
用
計
画
」
を
「
基
幹
放
送
用
周
波
数
使
用

計
画
」
に
改
め
る
。

附

刻

こ
の
省
令
は
、
放
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(
平
成
二
十
二
年
法
律
第
六
十
五
号
)
の
施
行
の
日
(
平
成 

4

-

十
三
年
六
月
三
十
日
)
か
ら
施
行
す
る
。

総
務
省
令
第
七
十
八
号

O
放
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(
平
成
二
十
二
年
法
律
第
六
十
五
号
)
の
施
行
に
伴
い
、
電
気
通
信
事
業
紛
争

処
理
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平

成

二

十

三

年

六

月

二

十

九

日

総

務

大

臣

片

山

善

博

電
気
通
信
事
業
紛
争
処
理
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

電
気
通
信
事
業
紛
争
処
理
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則
(
平
成
十
三
年
総
務
省
令
第
百
五
十
四
号
)
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則

第
一
項
中
「
霞
気
通
信
事
業
紛
争
処
理
委
員
会
」
を
「
電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
」
に
改
め
る
。

第
二
項
中
「
又
は
電
波
の
利
用
」
を
「
、
電
波
の
利
用
又
は
放
送
の
業
務
」
に
改
め
る
。

附

則

O
こ
の
省
令
は
、
放
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(
平
成
二
十
二
年
法
律
第
六
十
五
号
)
の
施
行
の
日
(
平
成
二

十
三
一
年
六
月
三
十
日
)
か
ら
施
行
す
る
。

総
務
省
令
第
七
十
九
号

放
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(
平
成
二
十
二
年
法
律
第
六
十
五
号
)
の
施
行
に
伴
い
、
及
、
び
電
気
通
信
事
業

紛
争
処
理
委
員
会
令
(
平
成
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
)
第
五
条
か
ら
第
十
条
ま
で
、
第
十
四
条
及
び
第
十
五

の
規
定
に
基
づ
き
、
電
気
通
信
事
業
紛
争
処
理
委
員
会
手
続
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平

成

二

十

三

年

六

月

二

十

九

日

総

務

大

臣

片

山

善

博
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日
間

O
(
施
行
期
日
)

-
こ
の
省
令
は
、
放
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(
平
成
二
十
二
年
法
律
第
六
十
五
号
)
の
施
行
の
日
(
平
成

二
十
三
年
六
月
三
十
日
)
か
ら
施
行
す
る
。

(
経
過
措
置
)

2
登
録
検
査
等
事
業
者
等
の
登
録
申
・
請
書
の
様
式
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
別
表
第
一
号
の
様
式
に
か
か
わ

ら
ず
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
改
正
後
の
別
表
第
一
号
の
注
6
に
掲
げ
る
内
容
を
別
紙
に
-
記
載
し
て
添
付
又
は
改

正
前
の
別
表
第
一
号
の
様
式
の
余
白
に
記
載
す
る
こ
と
。

3

法
第
二
十
四
条
の
二
第
五
項
各
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
示
す
書
類
の
様
式
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
別

表
第
二
一
号
の
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
白
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
は
、
な
お
従

前
の
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

4

点
検
結
果
通
知
書
の
様
式
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
別
表
第
八
号
の
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
省
令
の

施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

5

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
又
は
書
式
に
よ
り
調
製
し
た
用
紙
は
、
乙
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
当
分

の
問
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

総
務
省
令
第
七
十
六
号

放
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(
平
成
一
一
十
二
年
法
律
第
六
十
五
号
)
の
施
行
に
伴
い
、

一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

総
務
省
組
織
規
則
の

平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
九
日

総
務
大
臣

益
口
博
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